
富田林市 こども未来部 子育て応援課

ヤングケアラーの取組みについて

１

令和８年２月

1929
スタンプ



１．ヤングケアラー支援の強化に係る法改正の経緯・施行について

（１）法改正の背景
・ヤングケアラーの支援に向けた福祉・介護・医療・教育の連携プロジェクトチーム報告により、関係機関が連携し、ヤン
グケアラーを早期に発見して適切な支援につなぐため、

①早期発見・把握、②支援策の推進、③社会的認知度の向上が今後取り組むべき施策と設定。
・国においては、令和４年度予算から順次、「ヤングケアラー支援体制強化事業」等により、地方自治体における実態調
査、関係機関研修、支援体制構築等の取組推進を開始。
・しかし、ヤングケアラー支援に関する法制上の位置付けがないことに加え、地方自治体内において、誰が支援の実施
主体として、どのような支援を行うかが明確でなく、地方自治体ごとに、取組の進捗状況や支援内容にばらつきがある。

（２）法改正の内容（公布日（令和６年６月１２日）施行）
・「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」において、子ども・若者育成支援推進法を改正し、「家族の介護その
他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者」として、国・地方公共団体等が各種支援に努め
るべき対象にヤングケアラーを明記。
・また、ヤングケアラー等の同法の支援対象となる子ども・若者に対し、子ども・若者支援地域協議会と要保護児童対策
地域協議会が協働して効果的に支援を行えるよう、両協議会調整機関同士が連携を図るよう努めるものとした。

２

１８歳未満のヤングケアラー支援については、子育て応援課が主担当課
（１８歳以上のヤングケアラー支援については、増進型地域福祉課が主担当課）



２．「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」の一部施行について（ヤングケアラー
関係）」令和６年６月１２日付けこ支虐第２６５号こども家庭庁支援局長通知 ※一部関連部分抜粋

（３）基本理念（法第２条第７号関係）

●改正の概要
「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる」子ども・若者

●ヤングケアラーの定義

①こどもにおいては、こどもとしての健やかな成長・発達に必要な時間（遊び・勉強等）を、若者においては自立に向け
た移行期として必要な時間（勉強・就職準備等）を奪われたり、ケアに伴い身体的・精神的負荷がかかったりすることに
よって、負担が重い状態になっている場合を指す。

②ヤングケアラーの対象であるかの判断については、その範囲を狭めることのないように十分留意し、一人一人のこ
ども・若者の客観的な状況と主観的な受け止め等を踏まえながら、その最善の利益の観点から、個別に判断していくこ
とが重要。

③「家族の日常生活上の世話」には、「介護」に加え、幼いきょうだいの世話、障害や病気等のある家族に代わって行
う家事や労働のほか、目の離せない家族の見守りや声掛けなどの気遣いや心理的な配慮、通訳なども含まれる。

●対象年齢
こどもだけでなく、１８歳から概ね３０歳未満も対象としているが、状況等に応じ、４０歳未満の者も対象となり得る。

３



（４）関係機関等による支援等（法第１５条及び法第１６条関係）

①役割の中で、各種支援を行うよう努めるべき対象としてヤングケアラーも含まれる。
②相談及び助言その他の援助を行う（法第１５条第２項関係）。
③必要な支援を継続的に行うよう努める（法第１６条関係）。
Ａヤングケアラーの状況把握
Ｂ速やかに適切な関係機関等に繋ぐ
Ｃ関係機関等が行う支援について、地域住民への周知

※特に住民に最も身近な市区町村においては、③のＡのとおり、支援対象を把握することを目的としたヤングケアラ
ーの実態把握を定期的に実施することが重要

（５）ヤングケアラーの把握及び具体的な支援のあり方
①ヤングケアラーが安心して自身や家庭の状況を話せる関係づくりが重要であり、ヤングケアラーの状況や心情に関
する学校関係者等の理解促進に努める必要がある。その上で、市区町村においては、任意での記名式や調査票ごと
に異なる番号を付すなど回収後に個人が把握できる方法により調査を実施することが重要である。特にこどもについ
ては、自身の負担や不調、生活上の支障に対する自覚がないケースも考えられることから、市区町村から学校等の
関係機関を通じて、ヤングケアラー自身に気づきを与えるような実態調査を行うことが有効である。

なお、ヤングケアラーについては、こども自身や家庭が自覚しづらく、支援ニーズが顕在化しにくい特徴がある。適切
な支援へとつなげていくため、学校（特に小学校・中学校）を始め、高齢者福祉、障がい福祉、介護、医療等に係る関
係機関との間で、顔の見える関係性・信頼関係を築き、気になるこども・家庭があった場合の相談先としての相互の連
絡窓口（担当者・連絡先等）を明確にしておくことが重要である。

４



②支援の必要性、緊急性の高いケースへの優先的な支援については、特に保護者に病気や障がいがある等して日常
的なケアを要したり、ケアの担い手が当該こどものみであったりする等、保護者に対するケアを当該こども・若者が長
時間担っているケースを想定。

③生活保護や児童扶養手当の受給家庭の状況確認によるアプローチについて、福祉事務所等との連携により生活保
護を受給している家庭の世帯構成を確認し、こども・若者以外にケアの担い手がいないと考えられる世帯については、
ケースワーカーとの同行訪問等により状況を確認する。

また、児童扶養手当の申請手続等において、受給者等に日常的なケアが必要であり、こども・若者以外にケアの担
い手がいないと考えられる世帯を把握した場合には、ひとり親担当の職員とともに状況を確認するなど、優先的に支援
を進めることが効果的である。

④学校等を通じたアンケート調査等によるアプローチについて、実態調査やスクールカウンセラーによる相談支援の
結果等の内容も十分踏まえ、優先的に支援を行う必要性の高いヤングケアラーの把握に努める。

⑤精神保健福祉分野との連携によるアプローチについて、精神保健福祉担当部局（自立支援医療（精神通院医療）、
精神障害者保健福祉手帳の担当等）と連携しつつ、こども・若者以外にケアの担い手がいないと考えられる世帯につ
いて状況を確認。精神保健福祉センターや保健所等の相談機関、精神科医療機関や訪問看護事業所等にヤングケア
ラーについて周知し、支援を要すると考えられる家庭についての情報提供を促すなど、精神保健福祉分野との連携も
効果的である。

市区町村が行う、支援対象となるヤングケアラーを把握するための調査については、
定期的な実施が望まれる（年１回程度）。 ５



６

３．ヤングケアラーとは？

出典：こども家庭庁（https://www.cfa.go.jp/policies/young-carer）
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４．令和７年度本市のヤングケアラー事業の取り組み状況について

①ヤングケアラー事業 庁内会議：令和7年5月20日開催

②富田林市ヤングケアラー支援に向けた庁内連携会議設置要領の制定
→ 令和7年6月1日施行

③ヤングケアラー支援にかかる関係各課の主な役割の整理及び作成
→ 令和7年7月作成、関係各課へ提供及び共有

④ヤングケアラー等関係機関研修会の開催：令和7年8月１９日開催、参加者５２名
→ こども：１０名、教育：１７名、高齢：８名、障がい：４名、社協：１名、保健所：１名、行政：１１名

⑤ポスター設置（ＴＯＰＩＣ 交流スペースに常時設置）やチラシ配付、市広報
（12月号広報）及び市ウェブサイト掲載、市内各小・中学校への周知活動

⑥支援者・関係機関向け「ヤングケアラー支援ガイドブック【保存版】」の作成
→ 令和8年４月発行予定、関係各課及び小・中学校等へ配付・提供予定



８

●ポスターの設置（ＴＯＰＩＣ 交流スペースに常時設置）及びチラシの配付



９

〇 実施時期：令和８年９月～１０月頃

〇 調査手法：ホームルームや総合学習の時間等活用し、各小・中学校にて実施

〇 質問項目：７項目程度を想定（各学校実施の生活実態アンケートとは別々に実施）

〇 対 象 者：市内公立小・中学校の小学校5年生～中学校３年生の全生徒

〇 回答方法：タブレットからＬｏｇｏフォーム又はｇｏｏｇｌｅフォームにて回答

〇 結果報告：個々の回答データを処理後、個人が特定できないように編集し、
本市のウェブサイトにて公表予定

〇 そ の 他：各保護者に対し、調査実施前に案内文又はチラシ等通じて周知予定
無記名式にて実施（相談等の希望があれば、一部記名式にて回答）

５．実態調査概要



１０

６．実態調査実施後のスクリーニング

A：ヤングケアラー疑い該当の考え方：富田林市独自基準

B：上記市独自基準に非該当であっても問７・８の項目に☑あり、問10で相談希望欄に「記名あり」
の児童には、上記のヤングケアラー疑い該当児童同様に、聞取りを学校にて実施。

【アンケート実施後】
子育て応援課にて、学校ごとに上記A/B該当児童リストを作成。

①問５ あなたはどのくらいお世話をしていますか。
「ほぼ毎日」に☑あり

かつ
②問６ 平日の１日のうちお世話の時間はどのくらいですか。

「３時間以上」と回答

本市ではヤングケアラー
定義の「過度」の世話に

あたるとする。

③問10で相談希望欄に「記名あり」の児童



１１

７．実態調査実施後の流れ

A 富田林市独自基準①・②に該当し、③相談希望欄に「記名あり」の児童への対応

１．児童に聞取りを行う（聞取り目的：明らかな誤回答かどうかの確認）
その他、ケアに伴う身体的、精神的負荷が重くなっていないかを聞取り、児童の主観の受け止
めを把握する。

２．聞取り対象児童は、支援の必要性が高いと推測されるため、子育て応援課による支援の必要性について
ニーズ確認を行う。

３．子育て応援課の支援を希望する児童には、後日子育て応援課の職員が学校に行き、児童面談実施
（児童の希望内容に応じて学校職員同席）し、支援内容を検討する。

４．子育て応援課の支援を希望しない児童には、子育て応援課と学校において支援方法を検討の上、
学校が継続的に児童の話を聞くなどの支援を行う。

B 上記A市独自基準には非該当だがアンケート問７・８の項目に☑がありかつ＜問10＞に「記名あり」
相談を希望する児童への対応。

・学校または子育て応援課と協働にて聞取りを行う➡目的：支援内容について児童のニーズ確認。

学校対応

協働対応


